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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体の体表面から体内の所定部位にかけての領域に挿入される穿刺針を使用する穿刺
治療において、前記領域のモニタリングに利用される超音波診断装置であって、
　前記領域に超音波を送信し当該被検体からの反射波を受信する超音波プローブと、
　前記反射波に基づいて、組織を含む形態画像と血管構造を含む構造物画像とを合成した
合成画像を生成する画像生成手段と、
　前記穿刺針の挿入の際に当該穿刺針が通過する経路又は当該穿刺針を、擬似的に示す穿
刺針ガイドマーカを生成し制御するマーカ制御手段と、
　前記合成画像と前記穿刺針ガイドマーカとを同時に画面に表示する表示手段と、
　前記表示手段の画面上において、少なくとも前記領域において前記穿刺針ガイドマーカ
が血管と接触しない穿刺ルートを指定する指定手段と、
　前記合成画像、又は形態画像及び構造物画像の前記領域における各画素の画素値に基づ
いて、前記穿刺ルートを自動的に決定する自動決定手段と、
　を具備し、
　前記マーカ制御手段は、前記指定手段からの指定に応答して、前記穿刺ルートに前記穿
刺針ガイドマーカを移動させること、
　を特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　被検体の体表面から体内の所定部位にかけての領域に挿入される穿刺針を使用する穿刺
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治療において、前記領域のモニタリングに利用される超音波診断装置であって、
　前記領域に超音波を送信し当該被検体からの反射波を受信する超音波プローブと、
　前記反射波に基づいて、組織を含む形態画像と血管構造を含む構造物画像とを合成した
合成画像を生成する画像生成手段と、
　前記穿刺針の挿入の際に当該穿刺針が通過する経路又は当該穿刺針を、擬似的に示す穿
刺針ガイドマーカを生成し制御するマーカ制御手段と、
　前記合成画像と前記穿刺針ガイドマーカとを同時に画面に表示する表示手段と、
　前記表示手段の画面上において、少なくとも前記領域において前記穿刺針ガイドマーカ
が血管と接触しない穿刺ルートを指定する指定手段と、
　を具備し、
　前記マーカ制御手段は、
　前記指定手段からの指定に応答して、前記穿刺ルートに前記穿刺針ガイドマーカを移動
させ、
　前記穿刺針ガイドマーカの少なくとも一部が前記血管構造から所定の距離以内に近づい
た場合又は前記血管構造と接触した場合には、前記穿刺針ガイドマーカの少なくとも一部
の表示色を変化させること、
　を特徴とする超音波診断装置。
【請求項３】
　被検体の体表面から体内の所定部位にかけての領域に挿入される穿刺針を使用する穿刺
治療において、前記領域のモニタリングに利用される超音波診断装置であって、
　前記領域を超音波によって三次元的に走査し、当該被検体からの反射波を受信するため
の超音波プローブと、
　前記反射波に基づいて、組織を含む形態に関する第１のボリュームデータと、血管構造
を含む構造物に関する第２のボリュームデータを生成するボリュームデータ生成手段と、
　前記第１のボリュームデータ上及び前記第２のボリュームデータ上に、前記穿刺針の挿
入の際に当該穿刺針が通過する経路又は当該穿刺針を、擬似的に示す穿刺針ガイドマーカ
を生成し、当該穿刺針ガイドマーカを制御するマーカ制御手段と、
　前記第１のボリュームデータに基づいて前記穿刺針ガイドマーカを含む第１の画像を生
成し、前記第２のボリュームデータに基づいて前記穿刺針ガイドマーカを含む第２の画像
とを生成し、且つ当該第１の画像と当該第２の画像とを合成した合成画像を生成する画像
生成手段と、
　前記合成画像を画面に表示する表示手段と、
　前記表示手段の画面上において、少なくとも前記領域において前記穿刺針ガイドマーカ
が血管と接触しない穿刺ルートを指定する指定手段と、
　を具備し、
　前記マーカ制御手段は、
　前記指定手段からの指定に応答して、前記第１のボリュームデータ上及び前記第２のボ
リュームデータ上の前記穿刺ルートに対応する位置に前記穿刺針ガイドマーカを移動させ
、
　前記穿刺針ガイドマーカの少なくとも一部が前記血管構造から所定の距離以内に近づい
た場合又は前記血管構造と接触した場合には、前記穿刺針ガイドマーカの少なくとも一部
の表示色を変化させること、
　を特徴とする超音波診断装置。
【請求項４】
　被検体の体表面から体内の所定部位にかけての領域に挿入される穿刺針を使用する穿刺
治療において、前記領域のモニタリングに利用される超音波診断装置であって、
　前記領域に超音波を送信し当該被検体からの反射波を受信する超音波プローブと、
　前記反射波に基づいて、組織を含む形態画像と血管構造を含む構造物画像とを合成した
合成画像を生成する画像生成手段と、
　前記穿刺針の挿入の際に当該穿刺針が通過する経路又は当該穿刺針を、擬似的に示す穿
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刺針ガイドマーカを生成し制御するマーカ制御手段と、
　前記合成画像と前記穿刺針ガイドマーカとを同時に画面に表示する表示手段と、
　前記表示手段の画面上において、少なくとも前記領域において前記穿刺針ガイドマーカ
が血管と接触しない穿刺ルートを指定する指定手段と、
　前記マーカ制御手段が、前記穿刺針ガイドマーカの少なくとも一部が前記血管構造から
所定の距離以内に近づいた場合又は前記血管構造と接触したと判定した場合、音声によっ
て警告する音声警告手段と、
　を具備し、
　前記マーカ制御手段は、前記指定手段からの指定に応答して、前記穿刺ルートに前記穿
刺針ガイドマーカを移動させること、
　を特徴とする超音波診断装置。
【請求項５】
　被検体の体表面から体内の所定部位にかけての領域に挿入される穿刺針を使用する穿刺
治療において、前記領域のモニタリングに利用される超音波診断装置であって、
　前記領域を超音波によって三次元的に走査し、当該被検体からの反射波を受信するため
の超音波プローブと、
　前記反射波に基づいて、組織を含む形態に関する第１のボリュームデータと、血管構造
を含む構造物に関する第２のボリュームデータを生成するボリュームデータ生成手段と、
　前記第１のボリュームデータ上及び前記第２のボリュームデータ上に、前記穿刺針の挿
入の際に当該穿刺針が通過する経路又は当該穿刺針を、擬似的に示す穿刺針ガイドマーカ
を生成し、当該穿刺針ガイドマーカを制御するマーカ制御手段と、
　前記第１のボリュームデータに基づいて前記穿刺針ガイドマーカを含む第１の画像を生
成し、前記第２のボリュームデータに基づいて前記穿刺針ガイドマーカを含む第２の画像
とを生成し、且つ当該第１の画像と当該第２の画像とを合成した合成画像を生成する画像
生成手段と、
　前記合成画像を画面に表示する表示手段と、
　前記表示手段の画面上において、少なくとも前記領域において前記穿刺針ガイドマーカ
が血管と接触しない穿刺ルートを指定する指定手段と、
　前記マーカ制御手段が、前記穿刺針ガイドマーカの少なくとも一部が前記血管構造から
所定の距離以内に近づいた場合又は前記血管構造と接触したと判定した場合、音声によっ
て警告する音声警告手段と、
　を具備し、
　前記マーカ制御手段は、前記指定手段からの指定に応答して、前記第１のボリュームデ
ータ上及び前記第２のボリュームデータ上の前記穿刺ルートに対応する位置に前記穿刺針
ガイドマーカを移動させること、
　を特徴とする超音波診断装置。
【請求項６】
　前記超音波プローブに設けられ、前記領域に挿入される前記穿刺針の挿入位置をガイド
するための挿入部ガイドをさらに具備し、
　前記マーカ制御手段は、前記挿入部ガイドを擬似的に示す挿入部ガイドマーカを生成し
、
　前記表示手段は、前記合成画像と挿入部ガイドマーカとを同時に表示すること、
　を特徴とする請求項１乃至５のうちいずれか一項記載の超音波診断装置。
【請求項７】
　挿入部ガイドは、前記穿刺針の挿入位置を指定するための挿入孔を有することを特徴と
する請求項６に記載の超音波診断装置。
【請求項８】
　挿入部ガイドは、前記穿刺針の挿入位置及び挿入方向を指定するための複数の挿入孔を
有することを特徴とする請求項６に記載の超音波診断装置。
【請求項９】
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　前記合成画像を構成する形態画像又は構造物画像を選択的に前記表示手段に表示させる
表示制御手段をさらに具備することを特徴とする請求項１乃至５のうちいずれか一項記載
の超音波診断装置。
【請求項１０】
　前記合成画像を構成する第１の画像又は第２の画像を選択的に前記表示手段に表示させ
る表示制御手段をさらに具備することを特徴とする請求項１乃至６のうちいずれか一項記
載の超音波診断装置。
【請求項１１】
　被検体の体表面から体内の所定部位にかけての領域に挿入される穿刺針を使用する穿刺
治療において利用され、前記領域に超音波を送信し当該被検体から得られた反射波に基づ
いて、組織を含む形態画像と血管構造を含む構造物画像とを合成した合成画像を生成する
超音波診断装置のコンピュータに、
　前記穿刺針の挿入の際に当該穿刺針が通過する経路又は当該穿刺針を、擬似的に示す穿
刺針ガイドマーカを生成させ制御させるマーカ制御機能と、
　前記合成画像と前記穿刺針ガイドマーカとを同時に画面に表示させる表示機能と、
　表示画面上において、少なくとも前記領域において前記穿刺針ガイドマーカが血管と接
触しない穿刺ルートを指定させる指定機能と、
　前記合成画像、又は形態画像及び構造物画像の前記領域における各画素の画素値に基づ
いて、前記穿刺ルートを自動的に決定させる自動決定機能と、
　を実現させ、
　前記マーカ制御機能においては、前記指定手段からの指定に応答して、前記穿刺ルート
に前記穿刺針ガイドマーカを移動させること、
　を特徴とする穿刺治療支援プログラム。
【請求項１２】
　被検体の体表面から体内の所定部位にかけての領域に挿入される穿刺針を使用する穿刺
治療において利用され、前記領域に超音波を送信し当該被検体から得られた反射波に基づ
いて、組織を含む形態画像と血管構造を含む構造物画像とを合成した合成画像を生成する
超音波診断装置のコンピュータに、
　前記穿刺針の挿入の際に当該穿刺針が通過する経路又は当該穿刺針を、擬似的に示す穿
刺針ガイドマーカを生成させ制御させるマーカ制御機能と、
　前記合成画像と前記穿刺針ガイドマーカとを同時に画面に表示させる表示機能と、
　表示画面上において、少なくとも前記領域において前記穿刺針ガイドマーカが血管と接
触しない穿刺ルートを指定させる指定機能と、
　を具備し、
　前記マーカ制御機能においては、
　前記指定手段からの指定に応答して、前記穿刺ルートに前記穿刺針ガイドマーカを移動
させ、
　前記穿刺針ガイドマーカの少なくとも一部が前記血管構造から所定の距離以内に近づい
た場合又は前記血管構造と接触した場合には、前記穿刺針ガイドマーカの少なくとも一部
の表示色を変化させること、
　を特徴とする穿刺治療支援プログラム。
【請求項１３】
　被検体の体表面から体内の所定部位にかけての領域に挿入される穿刺針を使用する穿刺
治療において利用され、前記領域を超音波で三次元走査して得られた反射波に基づいて、
組織を含む形態に関する第１のボリュームデータと、血管構造を含む構造物に関する第２
のボリュームデータとを生成する超音波診断装置のコンピュータに、
　前記第１のボリュームデータ上及び前記第２のボリュームデータ上に、前記穿刺針の挿
入の際に当該穿刺針が通過する経路又は当該穿刺針を、擬似的に示す穿刺針ガイドマーカ
を生成させ、当該穿刺針ガイドマーカを制御させるマーカ制御機能と、
　前記第１のボリュームデータに基づいて前記穿刺針ガイドマーカを含む第１の画像を生
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成させ、前記第２のボリュームデータに基づいて前記穿刺針ガイドマーカを含む第２の画
像とを生成させ、且つ当該第１の画像と当該第２の画像とを合成した合成画像を生成させ
る画像生成機能と、
　前記合成画像を画面に表示させる表示機能と、
　表示画面上において、少なくとも前記領域において前記穿刺針ガイドマーカが血管と接
触しない穿刺ルートを指定させる指定機能と、
　を具備し、
　前記マーカ制御機能は、
　前記指定手段からの指定に応答して、前記第１のボリュームデータ上及び前記第２のボ
リュームデータ上の前記穿刺ルートに対応する位置に前記穿刺針ガイドマーカを移動させ
、
　前記穿刺針ガイドマーカの少なくとも一部が前記血管構造から所定の距離以内に近づい
た場合又は前記血管構造と接触した場合には、前記穿刺針ガイドマーカの少なくとも一部
の表示色を変化させること、
　を特徴とする穿刺治療支援プログラム。
【請求項１４】
　被検体の体表面から体内の所定部位にかけての領域に挿入される穿刺針を使用する穿刺
治療において利用され、前記領域に超音波を送信し当該被検体から得られた反射波に基づ
いて、組織を含む形態画像と血管構造を含む構造物画像とを合成した合成画像を生成する
超音波診断装置のコンピュータに、
　前記穿刺針の挿入の際に当該穿刺針が通過する経路又は当該穿刺針を、擬似的に示す穿
刺針ガイドマーカを生成させ制御させるマーカ制御機能と、
　前記合成画像と前記穿刺針ガイドマーカとを同時に画面に表示させる表示機能と、
　表示画面上において、少なくとも前記領域において前記穿刺針ガイドマーカが血管と接
触しない穿刺ルートを指定させる指定機能と、
　前記マーカ制御において、前記穿刺針ガイドマーカの少なくとも一部が前記血管構造か
ら所定の距離以内に近づいた場合又は前記血管構造と接触したと判定した場合、音声によ
って警告させる警告機能と、
　を具備し、
　前記マーカ制御機能においては、前記指定手段からの指定に応答して、前記穿刺ルート
に前記穿刺針ガイドマーカを移動させること、
　を特徴とする穿刺治療支援プログラム。
【請求項１５】
　被検体の体表面から体内の所定部位にかけての領域に挿入される穿刺針を使用する穿刺
治療において利用され、前記領域を超音波で三次元走査して得られた反射波に基づいて、
組織を含む形態に関する第１のボリュームデータと、血管構造を含む構造物に関する第２
のボリュームデータとを生成する超音波診断装置のコンピュータに、
　前記第１のボリュームデータ上及び前記第２のボリュームデータ上に、前記穿刺針の挿
入の際に当該穿刺針が通過する経路又は当該穿刺針を、擬似的に示す穿刺針ガイドマーカ
を生成させ、当該穿刺針ガイドマーカを制御させるマーカ制御機能と、
　前記第１のボリュームデータに基づいて前記穿刺針ガイドマーカを含む第１の画像を生
成させ、前記第２のボリュームデータに基づいて前記穿刺針ガイドマーカを含む第２の画
像とを生成させ、且つ当該第１の画像と当該第２の画像とを合成した合成画像を生成させ
る画像生成機能と、
　前記合成画像を画面に表示させる表示機能と、
　前記表示手段の画面上において、少なくとも前記領域において前記穿刺針ガイドマーカ
が血管と接触しない穿刺ルートを指定させる指定機能と、
　前記マーカ制御において、前記穿刺針ガイドマーカの少なくとも一部が前記血管構造か
ら所定の距離以内に近づいた場合又は前記血管構造と接触したと判定した場合、音声によ
って警告させる音声警告機能と、
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　を具備し、
　前記マーカ制御機能においては、前記指定手段からの指定に応答して、前記第１のボリ
ュームデータ上及び前記第２のボリュームデータ上の前記穿刺ルートに対応する位置に前
記穿刺針ガイドマーカを移動させること、
　を特徴とする穿刺治療支援プログラム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、超音波診断における穿刺針ガイド、及び穿刺針の表示に関する。
【０００２】
【従来の技術】
超音波診断装置は超音波パルス反射法により、体表から生体内の軟組織の断層像を無侵襲
に得る医療用画像機器である。この超音波診断装置は、他の医療用画像機器に比べ、小型
で安価、Ｘ線などの被爆がなく安全性が高い、血流イメージングが可能等の特長を有し、
心臓、腹部、泌尿器、および産婦人科などで広く利用されている。
【０００３】
この超音波画像診断装置を利用した診断において、超音波画像を観察しながら被検体に穿
刺針を挿入し、当該穿刺針にて腫瘍細胞の一部を採取し検査する場合がある。この場合に
は、通常の画像取得用プローブに換えて穿刺プローブと呼ばれるものが使用される。この
穿刺針プローブは、通常のアレイプローブの中央或いは非対称の位置に溝が設けられ当該
溝から穿刺針を挿入させるバイオプシータイプや、通常のアレイプローブに穿刺用のアダ
プタを装着し、これを利用して穿刺針を挿入させるアダプタータイプ等がある。
【０００４】
この様な穿刺プローブを使用して被検体に針を挿入する場合には、通常、超音波画像中に
図１０に示すようなガイドラインが表示される。このガイドラインは、アダプタ等によっ
て決定される挿入角度に基づいて、固定的に表示される。操作者は、当該ガイドラインに
沿うように針を挿入しながら腫瘍まで到達させ、細胞摂取等の処置を行う。
【０００５】
ところで、被検体に穿刺針を挿入し腫瘍部位まで到達させる場合、その経路上に血管や骨
等が存在し、穿刺の邪魔となる場合がある。この場合、操作者は、超音波画像を観察しな
がら感覚的に血管等を回避するように、感覚的に穿刺針を挿入させている。
【０００６】
しかしながら、超音波画像上において表示される従来のガイドラインは、欠陥や骨等の存
在を考慮したものではない。従って、当該ガイドラインが指示する経路に沿って穿刺針を
挿入した場合、針が血管や骨を傷つけ出血や転移等を引き起こす可能性がある。また、従
来のシステムにより欠陥や骨等を回避するように針を挿入させるには、抱負な経験や高度
な技術が必要とされ、操作者に対する負担は多大なものとなる。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
（新たな問題提起）
本発明は、上記事情を鑑みてなされたもので、操作者に負担を与えず、安全な穿刺治療を
実行可能な超音波診断装置、及び穿刺治療支援プログラムを提供することを目的としてい
る。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
本発明は、上記目的を達成するため、次のような手段を講じている。
【０００９】
　請求項１に記載の発明は、被検体の体表面から体内の所定部位にかけての領域に挿入さ
れる穿刺針を使用する穿刺治療において、前記領域のモニタリングに利用される超音波診
断装置であって、前記領域に超音波を送信し当該被検体からの反射波を受信する超音波プ
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ローブと、前記反射波に基づいて、組織を含む形態画像と血管構造を含む構造物画像とを
合成した合成画像を生成する画像生成手段と、前記穿刺針の挿入の際に当該穿刺針が通過
する経路又は当該穿刺針を、擬似的に示す穿刺針ガイドマーカを生成し制御するマーカ制
御手段と、前記合成画像と前記穿刺針ガイドマーカとを同時に画面に表示する表示手段と
、前記表示手段の画面上において、少なくとも前記領域において前記穿刺針ガイドマーカ
が血管と接触しない穿刺ルートを指定する指定手段と、前記合成画像、又は形態画像及び
構造物画像の前記領域における各画素の画素値に基づいて、前記穿刺ルートを自動的に決
定する自動決定手段と、を具備し、前記マーカ制御手段は、前記指定手段からの指定に応
答して、前記穿刺ルートに前記穿刺針ガイドマーカを移動させること、を特徴とする超音
波診断装置である。
　請求項２に記載の発明は、被検体の体表面から体内の所定部位にかけての領域に挿入さ
れる穿刺針を使用する穿刺治療において、前記領域のモニタリングに利用される超音波診
断装置であって、前記領域に超音波を送信し当該被検体からの反射波を受信する超音波プ
ローブと、前記反射波に基づいて、組織を含む形態画像と血管構造を含む構造物画像とを
合成した合成画像を生成する画像生成手段と、前記穿刺針の挿入の際に当該穿刺針が通過
する経路又は当該穿刺針を、擬似的に示す穿刺針ガイドマーカを生成し制御するマーカ制
御手段と、前記合成画像と前記穿刺針ガイドマーカとを同時に画面に表示する表示手段と
、前記表示手段の画面上において、少なくとも前記領域において前記穿刺針ガイドマーカ
が血管と接触しない穿刺ルートを指定する指定手段と、を具備し、前記マーカ制御手段は
、前記指定手段からの指定に応答して、前記穿刺ルートに前記穿刺針ガイドマーカを移動
させ、前記穿刺針ガイドマーカの少なくとも一部が前記血管構造から所定の距離以内に近
づいた場合又は前記血管構造と接触した場合には、前記穿刺針ガイドマーカの少なくとも
一部の表示色を変化させること、を特徴とする超音波診断装置である。
　請求項３に記載の発明は、被検体の体表面から体内の所定部位にかけての領域に挿入さ
れる穿刺針を使用する穿刺治療において、前記領域のモニタリングに利用される超音波診
断装置であって、前記領域を超音波によって三次元的に走査し、当該被検体からの反射波
を受信するための超音波プローブと、前記反射波に基づいて、組織を含む形態に関する第
１のボリュームデータと、血管構造を含む構造物に関する第２のボリュームデータを生成
するボリュームデータ生成手段と、前記第１のボリュームデータ上及び前記第２のボリュ
ームデータ上に、前記穿刺針の挿入の際に当該穿刺針が通過する経路又は当該穿刺針を、
擬似的に示す穿刺針ガイドマーカを生成し、当該穿刺針ガイドマーカを制御するマーカ制
御手段と、前記第１のボリュームデータに基づいて前記穿刺針ガイドマーカを含む第１の
画像を生成し、前記第２のボリュームデータに基づいて前記穿刺針ガイドマーカを含む第
２の画像とを生成し、且つ当該第１の画像と当該第２の画像とを合成した合成画像を生成
する画像生成手段と、前記合成画像を画面に表示する表示手段と、前記表示手段の画面上
において、少なくとも前記領域において前記穿刺針ガイドマーカが血管と接触しない穿刺
ルートを指定する指定手段と、を具備し、前記マーカ制御手段は、前記指定手段からの指
定に応答して、前記第１のボリュームデータ上及び前記第２のボリュームデータ上の前記
穿刺ルートに対応する位置に前記穿刺針ガイドマーカを移動させ、前記穿刺針ガイドマー
カの少なくとも一部が前記血管構造から所定の距離以内に近づいた場合又は前記血管構造
と接触した場合には、前記穿刺針ガイドマーカの少なくとも一部の表示色を変化させるこ
と、を特徴とする超音波診断装置である。
　請求項４に記載の発明は、被検体の体表面から体内の所定部位にかけての領域に挿入さ
れる穿刺針を使用する穿刺治療において、前記領域のモニタリングに利用される超音波診
断装置であって、前記領域に超音波を送信し当該被検体からの反射波を受信する超音波プ
ローブと、前記反射波に基づいて、組織を含む形態画像と血管構造を含む構造物画像とを
合成した合成画像を生成する画像生成手段と、前記穿刺針の挿入の際に当該穿刺針が通過
する経路又は当該穿刺針を、擬似的に示す穿刺針ガイドマーカを生成し制御するマーカ制
御手段と、前記合成画像と前記穿刺針ガイドマーカとを同時に画面に表示する表示手段と
、前記表示手段の画面上において、少なくとも前記領域において前記穿刺針ガイドマーカ
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が血管と接触しない穿刺ルートを指定する指定手段と、前記マーカ制御手段が、前記穿刺
針ガイドマーカの少なくとも一部が前記血管構造から所定の距離以内に近づいた場合又は
前記血管構造と接触したと判定した場合、音声によって警告する音声警告手段と、を具備
し、前記マーカ制御手段は、前記指定手段からの指定に応答して、前記穿刺ルートに前記
穿刺針ガイドマーカを移動させること、を特徴とする超音波診断装置である。
　請求項５に記載の発明は、被検体の体表面から体内の所定部位にかけての領域に挿入さ
れる穿刺針を使用する穿刺治療において、前記領域のモニタリングに利用される超音波診
断装置であって、前記領域を超音波によって三次元的に走査し、当該被検体からの反射波
を受信するための超音波プローブと、前記反射波に基づいて、組織を含む形態に関する第
１のボリュームデータと、血管構造を含む構造物に関する第２のボリュームデータを生成
するボリュームデータ生成手段と、前記第１のボリュームデータ上及び前記第２のボリュ
ームデータ上に、前記穿刺針の挿入の際に当該穿刺針が通過する経路又は当該穿刺針を、
擬似的に示す穿刺針ガイドマーカを生成し、当該穿刺針ガイドマーカを制御するマーカ制
御手段と、前記第１のボリュームデータに基づいて前記穿刺針ガイドマーカを含む第１の
画像を生成し、前記第２のボリュームデータに基づいて前記穿刺針ガイドマーカを含む第
２の画像とを生成し、且つ当該第１の画像と当該第２の画像とを合成した合成画像を生成
する画像生成手段と、前記合成画像を画面に表示する表示手段と、前記表示手段の画面上
において、少なくとも前記領域において前記穿刺針ガイドマーカが血管と接触しない穿刺
ルートを指定する指定手段と、前記マーカ制御手段が、前記穿刺針ガイドマーカの少なく
とも一部が前記血管構造から所定の距離以内に近づいた場合又は前記血管構造と接触した
と判定した場合、音声によって警告する音声警告手段と、を具備し、前記マーカ制御手段
は、前記指定手段からの指定に応答して、前記第１のボリュームデータ上及び前記第２の
ボリュームデータ上の前記穿刺ルートに対応する位置に前記穿刺針ガイドマーカを移動さ
せること、を特徴とする超音波診断装置である。
　請求項１１に記載の発明は、被検体の体表面から体内の所定部位にかけての領域に挿入
される穿刺針を使用する穿刺治療において利用され、前記領域に超音波を送信し当該被検
体から得られた反射波に基づいて、組織を含む形態画像と血管構造を含む構造物画像とを
合成した合成画像を生成する超音波診断装置のコンピュータに、前記穿刺針の挿入の際に
当該穿刺針が通過する経路又は当該穿刺針を、擬似的に示す穿刺針ガイドマーカを生成さ
せ制御させるマーカ制御機能と、前記合成画像と前記穿刺針ガイドマーカとを同時に画面
に表示させる表示機能と、表示画面上において、少なくとも前記領域において前記穿刺針
ガイドマーカが血管と接触しない穿刺ルートを指定させる指定機能と、前記合成画像、又
は形態画像及び構造物画像の前記領域における各画素の画素値に基づいて、前記穿刺ルー
トを自動的に決定させる自動決定機能と、を実現させ、前記マーカ制御機能においては、
前記指定手段からの指定に応答して、前記穿刺ルートに前記穿刺針ガイドマーカを移動さ
せること、を特徴とする穿刺治療支援プログラムである。
　請求項１２に記載の発明は、被検体の体表面から体内の所定部位にかけての領域に挿入
される穿刺針を使用する穿刺治療において利用され、前記領域に超音波を送信し当該被検
体から得られた反射波に基づいて、組織を含む形態画像と血管構造を含む構造物画像とを
合成した合成画像を生成する超音波診断装置のコンピュータに、前記穿刺針の挿入の際に
当該穿刺針が通過する経路又は当該穿刺針を、擬似的に示す穿刺針ガイドマーカを生成さ
せ制御させるマーカ制御機能と、前記合成画像と前記穿刺針ガイドマーカとを同時に画面
に表示させる表示機能と、表示画面上において、少なくとも前記領域において前記穿刺針
ガイドマーカが血管と接触しない穿刺ルートを指定させる指定機能と、を具備し、前記マ
ーカ制御機能においては、前記指定手段からの指定に応答して、前記穿刺ルートに前記穿
刺針ガイドマーカを移動させ、前記穿刺針ガイドマーカの少なくとも一部が前記血管構造
から所定の距離以内に近づいた場合又は前記血管構造と接触した場合には、前記穿刺針ガ
イドマーカの少なくとも一部の表示色を変化させること、を特徴とする穿刺治療支援プロ
グラムである。
　請求項１３に記載の発明は、被検体の体表面から体内の所定部位にかけての領域に挿入
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される穿刺針を使用する穿刺治療において利用され、前記領域を超音波で三次元走査して
得られた反射波に基づいて、組織を含む形態に関する第１のボリュームデータと、血管構
造を含む構造物に関する第２のボリュームデータとを生成する超音波診断装置のコンピュ
ータに、前記第１のボリュームデータ上及び前記第２のボリュームデータ上に、前記穿刺
針の挿入の際に当該穿刺針が通過する経路又は当該穿刺針を、擬似的に示す穿刺針ガイド
マーカを生成させ、当該穿刺針ガイドマーカを制御させるマーカ制御機能と、前記第１の
ボリュームデータに基づいて前記穿刺針ガイドマーカを含む第１の画像を生成させ、前記
第２のボリュームデータに基づいて前記穿刺針ガイドマーカを含む第２の画像とを生成さ
せ、且つ当該第１の画像と当該第２の画像とを合成した合成画像を生成させる画像生成機
能と、前記合成画像を画面に表示させる表示機能と、表示画面上において、少なくとも前
記領域において前記穿刺針ガイドマーカが血管と接触しない穿刺ルートを指定させる指定
機能と、を具備し、前記マーカ制御機能は、前記指定手段からの指定に応答して、前記第
１のボリュームデータ上及び前記第２のボリュームデータ上の前記穿刺ルートに対応する
位置に前記穿刺針ガイドマーカを移動させ、前記穿刺針ガイドマーカの少なくとも一部が
前記血管構造から所定の距離以内に近づいた場合又は前記血管構造と接触した場合には、
前記穿刺針ガイドマーカの少なくとも一部の表示色を変化させること、を特徴とする穿刺
治療支援プログラムである。
　請求項１４に記載の発明は、被検体の体表面から体内の所定部位にかけての領域に挿入
される穿刺針を使用する穿刺治療において利用され、前記領域に超音波を送信し当該被検
体から得られた反射波に基づいて、組織を含む形態画像と血管構造を含む構造物画像とを
合成した合成画像を生成する超音波診断装置のコンピュータに、前記穿刺針の挿入の際に
当該穿刺針が通過する経路又は当該穿刺針を、擬似的に示す穿刺針ガイドマーカを生成さ
せ制御させるマーカ制御機能と、前記合成画像と前記穿刺針ガイドマーカとを同時に画面
に表示させる表示機能と、表示画面上において、少なくとも前記領域において前記穿刺針
ガイドマーカが血管と接触しない穿刺ルートを指定させる指定機能と、前記マーカ制御に
おいて、前記穿刺針ガイドマーカの少なくとも一部が前記血管構造から所定の距離以内に
近づいた場合又は前記血管構造と接触したと判定した場合、音声によって警告させる警告
機能と、を具備し、前記マーカ制御機能においては、前記指定手段からの指定に応答して
、前記穿刺ルートに前記穿刺針ガイドマーカを移動させること、を特徴とする穿刺治療支
援プログラムである。
　請求項１５に記載の発明は、被検体の体表面から体内の所定部位にかけての領域に挿入
される穿刺針を使用する穿刺治療において利用され、前記領域を超音波で三次元走査して
得られた反射波に基づいて、組織を含む形態に関する第１のボリュームデータと、血管構
造を含む構造物に関する第２のボリュームデータとを生成する超音波診断装置のコンピュ
ータに、前記第１のボリュームデータ上及び前記第２のボリュームデータ上に、前記穿刺
針の挿入の際に当該穿刺針が通過する経路又は当該穿刺針を、擬似的に示す穿刺針ガイド
マーカを生成させ、当該穿刺針ガイドマーカを制御させるマーカ制御機能と、前記第１の
ボリュームデータに基づいて前記穿刺針ガイドマーカを含む第１の画像を生成させ、前記
第２のボリュームデータに基づいて前記穿刺針ガイドマーカを含む第２の画像とを生成さ
せ、且つ当該第１の画像と当該第２の画像とを合成した合成画像を生成させる画像生成機
能と、前記合成画像を画面に表示させる表示機能と、前記表示手段の画面上において、少
なくとも前記領域において前記穿刺針ガイドマーカが血管と接触しない穿刺ルートを指定
させる指定機能と、前記マーカ制御において、前記穿刺針ガイドマーカの少なくとも一部
が前記血管構造から所定の距離以内に近づいた場合又は前記血管構造と接触したと判定し
た場合、音声によって警告させる音声警告機能と、を具備し、前記マーカ制御機能におい
ては、前記指定手段からの指定に応答して、前記第１のボリュームデータ上及び前記第２
のボリュームデータ上の前記穿刺ルートに対応する位置に前記穿刺針ガイドマーカを移動
させること、を特徴とする穿刺治療支援プログラムである。
【００１３】
このような構成によれば、操作者に負担を与えず、安全な穿刺治療を実行可能な超音波診
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断装置及び穿刺治療支援プログラムを実現することができる。
【００１４】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の第１実施形態及び第２実施形態を図面に従って説明する。なお、以下の説
明において、略同一の機能及び構成を有する構成要素については、同一符号を付し、重複
説明は必要な場合にのみ行う。
【００１５】
（第１の実施形態）
まず、本実施形態に係る超音波診断装置１０の構成を、図１を参照しながら説明する。図
１に示すように、本超音波診断装置１０は、超音波プローブ１１、挿入部ガイド１２、パ
ルサ／アンプユニット１３、Ａ／Ｄコンバータ１５、検波ユニット１６、フィルタ処理部
１８、Ｂモード処理部１９、ドプラ処理部２１、画像処理部２２、ＤＳＣ２３、表示制御
部２４、表示部２５、入力ユニット２７を具備している。
【００１６】
超音波プローブ１１は、パルサからの駆動信号に基づき超音波を発生し、被検体からの反
射波を電気信号に変換する複数の圧電振動子、当該圧電振動子に設けられる整合層、当該
圧電振動子から後方への超音波の伝播を防止するバッキング材等を有している。当該超音
波プローブ１１から被検体に超音波が送信されると、生体組織の非線形性により、超音波
の伝播に伴って種々のハーモニック成分が発生する。送信超音波を構成する基本波とハー
モニック成分は、体内組織の音響インピーダンスの境界、微小散乱等により後方散乱され
、反射波（エコー）として超音波プローブ１１に受信される。
【００１７】
挿入部ガイド１２は、プローブ１１の側面等の所定の位置に設けられ、穿刺針を使用した
治療（以下、「穿刺治療」とも言う。）において当該穿刺針の被検体への挿入位置を指定
するための治具である。図２は、挿入部ガイド１２の上面図を示している。同図に示すよ
うに、挿入部ガイド１２は穿刺針の挿入位置をガイドするための挿入孔１２０が複数配列
されている。操作者は、後述する穿刺針ガイドマーカの一端を複数の挿入孔１２０の何れ
かに合わせ他端を腫瘍に合わせることで、血管等を避けた穿刺ルートを決定する。こうし
て決定された穿刺ルートの一端に位置する挿入孔１２０から穿刺針を挿入することで、安
全な穿刺治療を実行することができる。
【００１８】
図３は、挿入部ガイド１２の変形例を示した図である。同図に示す挿入部ガイド１２は、
共に水平方向にスライド可能な第１のガイド１２Ａと第２のガイド１２Ｂとを有している
。この第１のガイド１２Ａと第２のガイド１２Ｂとの位置関係を調整し、各ガイドにおい
て所定の挿入孔１２０を通過させることで、穿刺針の挿入位置のみでなく挿入角度も決定
することができる。なお、第１のガイド１２Ａと第２のガイド１２Ｂとの位置関係の調整
は、操作者のマニュアル操作であってもよいが、各ガイドを水平に移動させる移動機構を
設け、これを装置本体の指示に従って制御することで、自動的に実行される構成であって
もよい。
【００１９】
パルサ／アンプユニット１３は、送信時において送信超音波を形成するため、波形制御部
１４による制御に基づいて所定のレート周波数ｆｒ　Ｈｚ（周期；１／ｆｒ秒）でレート
パルスを繰り返し発生し、チャンネル毎に超音波をビーム状に集束し且つ送信指向性を決
定するのに必要な遅延時間を、各レートパルスに与える。パルサ／アンプユニット１３は
、このレートパルスに基づくタイミングで、プローブ１１に駆動パルスを印加する。
【００２０】
また、パルサ／アンプユニット１３は、受信時において、プローブ１１を介して取り込ま
れたエコー信号をチャンネル毎に増幅する。また、パルサ／アンプユニット１３は、受信
時において、増幅されたエコー信号に対し受信指向性を決定するのに必要な遅延時間を与
え、加算処理を行う。この加算により、エコー信号の受信指向性に応じた方向からの反射
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成分が強調され、受信指向性と送信指向性とにより超音波送受信の総合的な指向性（走査
線）が決定される。
【００２１】
Ａ／Ｄコンバータ１５は、パルサ／アンプユニット１３から受けとったアナログ信号を、
ディジタル信号に変換する。
【００２２】
検波ユニット１６は、Ａ／Ｄコンバータ１５から受けとった信号に９０度位相のずれたリ
ファレンス周波数を有する信号をそれぞれ乗じて直交検波行い、Ｉ、Ｑ信号を得る。この
Ｉ、Ｑ信号は、受信信号からリファレンス周波数を減じた周波数を有する信号となる。な
お、リファレンス周波数は、一般に超音波画像を生成する帯域の中心周波数に設定される
。
【００２３】
フィルタ処理部１８は、所定の周波数帯域の反射波成分を減衰させ、所望の周波数帯域の
反射波成分を抽出（フィルタリング）してＢモード処理部１９、又はドプラ処理部２１に
出力する複素ディジタルフィルタである。
【００２４】
Ｂモード処理部１９は、フィルタ処理された受信信号に対して対数増幅等を施す。増幅さ
れた信号は、画像処理部２２を介してＤＳＣ２３に送られ、反射波の強度を輝度にて表し
たＢモード画像として表示部２５にカラー表示される。
【００２５】
ドプラ処理部２１は、ドプラ効果による血流や組織、造影剤エコー成分を抽出し、平均速
度、分散、パワー等の血流情報を多点について求める。血流情報は画像処理部２２を介し
てＤＳＣ２３に送られ、平均速度画像、分散画像、パワー画像、これらの組み合わせ画像
として表示部２５にカラー表示される。
【００２６】
画像処理部２２は、Ｂモード処理部１９、ドプラ処理部２１からの各出力に基づいて画像
再構成処理を実行し、ボクセルボリュームデータを生成する。本実施形態においては、ボ
クセルボリュームデータは、形態画像データに基づくものと、構造物画像データに基づく
ものとが生成されるものとする。ここで、形態画像とは、腫瘍やその近傍組織の実質形態
に関する超音波画像であり、Ｂモード撮影等によって収集することができる。一方、構造
物画像とは、血管構造に関する超音波画像であり、ドプラモード撮影や造影剤を使用した
コントラストエコー法による撮影（ハーモニックイメージング、フラッシュエコーイメー
ジング等を含む）によって収集することができる。
【００２７】
また、画像処理部２２は、得られた各ボリュームデータに基づいてレンダリング処理を実
行し、形態又は構造に関する断層像や三次元画像を生成する。さらに、画像処理部２２は
、形態に関する画像と構造に関する画像とを合成することで、形態と構造とが同時に表示
される合成画像を生成する。この合成画像の生成については、後で詳しく説明する。
【００２８】
ＤＳＣ２３は、画像処理部２２から入力した走査線毎の画像信号列を、空間情報に基づい
た直交座標系のデータに変換し、さらにビデオフォーマット変換を行う。
【００２９】
表示制御部２４は、穿刺針を模擬的に表し超音波画像上にて安全な穿刺ルートを指定する
ための穿刺針ガイドマーカ、及び挿入部ガイド１２を模擬的に表し超音波画像上にて穿刺
針の挿入位置を指定するための挿入部ガイドマーカを生成する。生成された穿刺針ガイド
マーカ、挿入部ガイドマーカは、表示部２５において超音波画像と重畳させて表示される
。
【００３０】
また、表示制御部２４は、表示部２５及び入力ユニット２７を介して穿刺針ガイドマーカ
の位置移動が指示された場合には、指示された位置に穿刺針ガイドマーカを移動させる。



(12) JP 4280098 B2 2009.6.17

10

20

30

40

50

【００３１】
表示部２５は、ＤＳＣ２３からのビデオ信号に基づいて、生体内の形態的情報や、血流に
基づく血管等の構造的情報を画像として表示する。また、造影剤を用いた場合には、造影
剤の空間的分布、つまり血流或いは血液の存在している領域を求めた定量的な情報量に基
づいて、血管等の構造的情報を輝度画像やカラー画像として表示する。また、表示部２５
は、所定の操作に応答して、各画像と共に穿刺針ガイドマーカ、挿入部ガイドマーカを表
示する。
【００３２】
入力ユニット２７は、装置１０の本体に接続され、オペレータからの各種指示・命令・情
報を装置本体にとりこむための、関心領域（ＲＯＩ）の設定などを行うための（マウスや
トラックボール、モード切替スイッチ、キーボード等）が設けられる。また、当該入力ユ
ニット２７を介して、送信超音波の送信条件をマニュアル的に入力することもできる。
【００３３】
（形態画像と構造物画像との合成画像）
次に、本装置１０が生成する、形態画像と構造物画像との合成画像について説明する。以
下、Ｂモード撮影によって得られる形態画像（組織断層像）と、カラードプラモードによ
って得られる構造物画像に基づく三次元血管像とからなる合成画像を例として説明する。
【００３４】
図４は、超音波スキャンによる画像データ収集から合成画像表示までの一連の処理の流れ
を示したフローチャートである。同図に示すように、Ｂモード撮影によって診断対象であ
る臓器等を超音波で三次元走査し形態画像からなるボリュームデータを得る。また、カラ
ードプラモード撮影によって同臓器等を超音波で三次元走査し、形態画像とほぼ同じ時刻
の構造物画像からなるボリュームデータを得る（ステップＳ１）。各モードにおける撮影
においては、プローブ１１が一次元アレイプローブである場合には、本プローブ１１を機
械的若しくは人為的に扇動させることで、診断対象を含む領域に関するボリュームデータ
を収集することができる。また、プローブ１１が二次元アレイプローブであれば、三次元
走査を行うことで、診断対象を含む領域に関するボリュームデータを自動的に収集するこ
とができる。
【００３５】
なお、各撮影モードにおいて収集される各画像データは、実空間上の位置と対応付けるこ
とができ、従って異なる撮影モードによって収集された画像データ間においても、位置を
対応付けることができる。
【００３６】
次に、各撮影モードにおいて取得された画像データを再構成する（ステップＳ２）。この
再構成処理において、診断対象を含む領域に関するボクセルボリュームデータが生成され
る。以下、Ｂモード撮影に対応するボクセルボリュームデータを第１のボリュームデータ
、カラードプラモード撮影に対応するボクセルボリュームデータを第２のボリュームデー
タと呼ぶことにする。
【００３７】
次に、指定された断層面の位置に基づいて断面変換（ＭＰＲ）処理やテクスチャマッピン
グ等の処理を実行し、第１のボリュームデータから組織断層像（Ｆ（ｘ，ｙ，ｚ）：白黒
の階調画像）を生成する。また、所定の透過度を設定したボリュームレンダリング等の画
像処理を実行して、第２のボリュームデータから三次元血管像（Ｇ（ｘ，ｙ，ｚ）：カラ
ー画像）を生成する（ステップＳ３Ａ、Ｓ３Ｂ）。図５（ａ）にステップＳ３Ａにおいて
生成される所定の組織断層像の例を、図５（ｂ）にステップＳ３Ｂにおいて生成される三
次元血管画像の例を示す。なお、図５（ａ）のＴ内に示されている点線は、例えば球体の
腫瘍Ｔt を表している。
【００３８】
次に、組織断層像（Ｆ（ｘ，ｙ，ｚ）と三次元血管像（Ｇ（ｘ，ｙ，ｚ）とを位置の対応
を取りながら合成し、合成画像を生成し（ステップＳ４）、所定の形態にて当該合成画像
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を表示する（ステップＳ５）。具体的には、次のようにして合成・表示される。まず、図
５（ｃ）に示すように、形態に関するボクセルボリュームデータ上の所定の断面（Ｚ軸上
の初期位置におけるＸＹ面）のに関する組織断層像Ｔ1と、断層像Ｔ1 よりもＺ軸に沿っ
て視点側（手前側）の部分に関する三次元血管像Ｓとが合成表示される。従って、断層像
Ｔ1よりも奥側については、三次元血管像は表示されない。
【００３９】
次に、操作者（操作者）は、入力ユニット２７から所定の操作入力を行うことで、表示す
る断層像の位置をＺ軸に沿って変化させることが可能となっている。これにより、形態に
関するボクセルボリュームデータを構成する組織断層像（Ｂモード像）を、あたかも書物
の頁をめくるように、順次に表示させることができる。
【００４０】
なお、図５（ｄ）では、操作手段によりＺ軸上の位置をＴ1 よりも奥側にずらした場合に
表示される組織断層像Ｔ２の例を、図５（ｅ）は、Ｚ軸上の位置をＴ２よりもさらに奥側
にずらした場合に表示される組織断層像Ｔ３の例をそれぞれ示している。また、上述した
組織断層像Ｔ１乃至Ｔ３までの断面設定変更に伴って、図５（ｃ）乃至（ｅ）に示すよう
に血管像Ｓの表示も自動的に更新される。
【００４１】
上記例では、組織断層像と三次元血管像とからなる合成画像について説明した。これに対
し、第２実施形態で述べるように、組織に関する三次元データを収集し、これに基づいて
三次元組織像を生成し、当該三次元組織像と三次元血管像とからなる合成画像を生成する
構成であってもよい。また、上記例では血管像をドプラ画像として説明したが、コントラ
ストエコーによって得られた血管像と、組織断層像又は三次元組織像とからなる合成画像
を生成する構成であってもよい。なお、Ｂモード撮影によって得られた形態画像と、カラ
ードプラモードによって得られた構造物画像とから成る合成画像の生成については、例え
ば特開平１１－１６４８３３に詳しい。
【００４２】
（穿刺治療における本超音波診断装置の動作）
次に、上記のように構成した超音波診断装置１０の動作を、穿刺治療の場合を例に図６乃
至図８を参照しながら説明する。
【００４３】
図６は、超音波診断装置１０を使用して被検体に穿刺針を挿入し、生体組織を採取する場
合の一連の動作を示したフローチャートである。同図に示すように、まず、形態画像デー
タ及び構造物画像データを取得するため、Ｂモード及びカラードプラモードで被検体を三
次元的に走査し、エコー信号を取得する（ステップＳ１１）。なお、既述の通り、カラー
ドプラモードの替わりにコントラストエコー法によって構造物画像データを取得してもよ
い。
【００４４】
次に、Ｂモード撮影によって得られたエコー信号に基づいて、Ｂモード画像を生成し表示
する（ステップＳ１２）。操作者は、表示されたＢモード画像によって、穿刺治療の対象
となる部位（腫瘍）を発見する。
【００４５】
次に、少なくとも被検体の体表面から腫瘍にかけての部位を含む領域（すなわち、画像化
領域）に関する合成画像を生成し、表示する（ステップＳ１３）。本ステップにおいて実
行される処理は、図２のステップＳ３Ａ、３Ｂ乃至Ｓ５に相当する。
【００４６】
次に、図７に示すように、合成画像上に穿刺針ガイドマーカ及び挿入部ガイドマーカが表
示される（ステップＳ１４）。このとき、挿入部ガイドマーカは、プローブ１１の位置に
基づき実空間と対応させて正確な位置に表示される。一方、穿刺針ガイドマーカは、初期
設定された所定の位置に表示される。
【００４７】
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次に、所定の操作により、血管を避ける様に穿刺針ガイドマーカを合成画像上で移動させ
、穿刺ルートを決定する（ステップＳ１５）。この様に血管接触しない位置に穿刺針ガイ
ドマーカを移動させることで、当該被検体に現実に挿入される穿刺針の安全な穿刺ルート
をナビゲーションすることができる。なお、穿刺針ガイドマーカを移動させる処理は、ど
の様なものであってもよい。例えば、図８において、まず、穿刺針ガイドマーカの針先に
相当する一端をクリックして当該一端を移動可能な状態とし、腫瘍の位置までドラッグし
てダブルクリック等の決定操作により決定する。また、穿刺針ガイドマーカの他端（すな
わち、針先と反対側の端部）をクリックして移動可能な状態とし、合成画像を見ながら血
管を通過しないルートを検索しながら、プローブ１１横に表示される挿入部ガイドマーカ
のポイントまでドラッグし、ダブルクリック等の操作により決定する。なお、図８におい
ては、挿入部ガイドマーカの格子の交点部分が、挿入孔１２０に対応している。
【００４８】
次に、操作者は、合成画像を見ながら、決定された穿刺ルートを通過するように穿刺針を
挿入する（ステップＳ１６）。穿刺針挿入の最中には、実際の穿刺針の進行及び腫瘍近傍
の様子を容易に確認可能とするため、合成画像を表示することがより好ましいが、Ｂモー
ド画像を表示してもよい。
【００４９】
次に、穿刺針が穿刺ルートを介して腫瘍に到達すると、操作者は、当該腫瘍の組織の採集
等を行い（ステップＳ１７）、当該穿刺針を被検体から抜き出す（ステップＳ１８）。
【００５０】
以上の一連の処理により、本超音波診断装置１０を使用した穿刺治療を終える。
【００５１】
以上述べた構成によれば、以下の効果を得ることができる。
本超音波診断装置１０によれば、血管を避けた安全な穿刺ルートを穿刺針挿入前に決定す
ることができる。操作者は、当該穿刺ルートを通過するように穿刺針を挿入することで、
血管等を傷つけることなく穿刺羽針を腫瘍にまで到達させることができる。その結果、出
血や転移を誘発させない安全な穿刺治療を実現でき、操作者の負担を軽減させることがで
きる。
【００５２】
また、本超音波診断装置１０によれば、穿刺治療において、穿刺ルートと共にＢモード画
像や合成画像を提供することができる。従って、操作者は、穿刺ルートによる穿刺針の誘
導と共に、自身の目視によっても穿刺状況を確認することができ、より安全な穿刺治療を
実行することができる。
【００５３】
なお、本超音波診断装置１０には、上記穿刺治療において操作者を支援するための種々の
機能を有している。以下、各機能について説明する。
【００５４】
本超音波診断装置１０は、穿刺針ガイドマーカと血管との距離を操作者に知らせる機能を
有している。具体的には、穿刺針ガイドマーカと血管との距離に応じて、当該穿刺針ガイ
ドマーカの表示形態を変化させる（例えば、穿刺針ガイドマーカが血管から所定距離以内
の領域に進入した場合には黄色表示、血管と接触した場合には赤色表示する等）、或いは
血管に接近、接触している旨を表示部２５に表示又は音声等によって警告する。
【００５５】
当該機能により、操作者に対し穿刺ルート周辺の環境を積極的に知らせることができる。
その結果、操作者は、装置の支援に従って安全な穿刺治療を比較的容易に実行することが
できる。
【００５６】
また、本超音波診断装置１０は、形態画像と構造物画像とを選択的に表示する機能を有し
ている。これにより、穿刺ルートを決定した後例えば構造物画像のみの表示とすることで
、当該穿刺ルートと血管との接触を容易に確認することができる。
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【００５７】
また、本超音波診断装置１０は、形態画像と構造物画像とに基づいて、穿刺ルートを自動
的に決定することも可能である。これは、以下の様にして実現される。すなわち、構造物
画像上の血管とそれ以外の部分とは、画素値によって弁別することができる。従って、例
えば操作者により合成画像上に腫瘍の位置が特定されると、画像処理部２２は、この位置
を出発点とし、その近傍において血管と区別するための閾値以下の画素値を有する画素を
選択する。この処理を出発点から挿入部ガイドマーカに向かって逐次実行し、直線ルート
を決定できた場合には当該ルートを穿刺ルートと決定すればよい。なお、本手法により穿
刺ルートが複数決定された場合には、安全性の観点から、血管からの距離が一番遠い穿刺
ルートを推奨することが好ましい。
【００５８】
また、本超音波診断装置１０は、穿刺針挿入ガイドによって穿刺針の挿入角度を指示する
機能を有している。これは、図３に示した挿入部ガイドを利用することで実現できる。す
なわち、既述の手順に従って穿刺ルートを決定すれば、これと同時に穿刺針の挿入角度か
決定されることになる。従って、穿刺ルートに基づいて第１のガイド１２Ａと第２のガイ
ド１２Ｂとの位置関係を調整すれば、穿刺針の挿入方向を支援することができる。
【００５９】
（第２実施形態）
第２実施形態では、穿刺針ガイドマーカを三次元画像にはめ込んで表示し、これを同画像
上で移動させることで穿刺ルートを決定する超音波診断装置１０について説明する。すな
わち、第１実施形態では、合成画像生成後、当該合成画像上に重畳的に穿刺針ガイドマー
カを表示し、移動させて穿刺ルートを決定する構成であった。これに対し、第２の実施形
態では、穿刺針ガイドマーカを各ボリュームデータに反映させ、これに基づいてレンダリ
ング処理された形態画像及び構造物画像を合成して合成画像を生成する。また、穿刺針ガ
イドマーカの移動指示は、逐次各ボリュームデータにフィードバックされる。これにより
、形態画像と構造物画像との間に見え隠れする立体的な穿刺針ガイドマーカを提供するこ
とができる。
【００６０】
なお、本実施形態では、三次元組織像と三次元血管画像とを生成し、これらに基づいて得
られた合成画像に穿刺針ガイドマーカをはめ込んで表示する場合を例とする。また、本実
施形態に係る超音波診断装置は、第１実施形態にて説明した操作者を支援するための種々
の機能を有するものとする。
【００６１】
図９は、本実施形態に係る超音波診断装置１０を使用して穿刺治療を実行する場合の一連
の動作を示したフローチャートである。ステップＳ２１乃至ステップＳ２３までの各処理
は、図６に示したステップＳ１１乃至ステップＳ１３までの各処理に対応し、その内容は
同じである。
【００６２】
ステップＳ２３において合成画像が表示されると、所定の操作により、穿刺針ガイドマー
カ、挿入部ガイドマーカが初期設定された位置に表示される（ステップＳ２４）。このと
き、当該穿刺針ガイドマーカは、合成画像にはめ込まれた形態にて表示される。これは、
次のようにして実現される。
【００６３】
すなわち、上記所定の操作が実行されると、画像再構成によって得られた各モードに対応
するボクセルボリュームデータ上の初期設定された位置に、穿刺針ガイドマーカがプロッ
トされる。画像処理部２２は、この穿刺針ガイドマーカがプロットされた各ボリュームデ
ータに基づいてレンダリング処理を実行し、形態画像及び構造物画像を得る。得られた形
態画像及び構造物画像を合成することで、穿刺針ガイドマーカが三次元的にはめ込まれた
合成画像（以下、「第２の合成画像」とも言う。）を得ることが出来る。なお、挿入部ガ
イドマーカの表示については第１実施形態と同様に、プローブ１１の位置を基準として所
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定の位置に表示される。
【００６４】
次に、第１実施形態と同様の操作等により、血管を避ける様に穿刺針ガイドマーカを合成
画像上で移動させる（ステップＳ２５）。画像処理部２２は、当該移動操作によって指定
された位置を各ボクセルボリュームデータにフィードバックし、各ボクセルボリュームデ
ータ上の穿刺針ガイドマーカを指定された位置に移動させる。画像処理部２２は、移動後
の各ボクセルボリュームデータに基づいてレンダリング処理を実行し、第２の合成画像を
生成する（ステップＳ２６）。生成された第２の合成画像は、所定の形態にて表示部２５
にリアルタイムで表示される（ステップＳ２７）。なお、ステップＳ２５の穿刺針ガイド
マーカ移動操作は、好適な穿刺ルートを決定できるまで実行される。また、ステップＳ２
６の穿刺針ガイドマーカ位置のフィードバック、レンダリング処理は、穿刺針ガイドマー
カ移動操作の度に逐次リアルタイムで実行される。従って、表示部２５に表示される第２
の合成画像は、穿刺針ガイドマーカ移動操作の度に更新されることになる。
【００６５】
次に、操作者は、第２の合成画像を見ながら、決定された穿刺ルートを通過するように穿
刺針を挿入し（ステップＳ２６）、腫瘍の組織の採集等を行った後（ステップＳ２７）、
当該穿刺針を被検体から抜き出す（ステップＳ２８）。
【００６６】
以上の一連の処理により、本超音波診断装置１０を使用した穿刺治療を終える。
【００６７】
以上述べた構成によれば、第１実施形態と同様の効果を得ることができる。また、本超音
波診断装置によれば、形態画像と構造物画像との間に見え隠れする立体的な穿刺針ガイド
マーカを提供することができる。従って、体表から腫瘍までの領域における血管構造をよ
り詳細に把握することができ、安全性の高い穿刺治療を実行することができる。
【００６８】
なお、本発明は上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要旨
を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開示されて
いる複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明を形成できる。例えば、実施
形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。さらに、異なる実施
形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。
【００６９】
【発明の効果】
以上本発明によれば、操作者に負担を与えず、安全な穿刺治療を実行可能な超音波診断装
置及び穿刺治療支援プログラムを実現できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、超音波診断装置１０の構成を示している。
【図２】図２は、挿入部ガイド１２の上面図を示している。
【図３】図２は、挿入部ガイド１２の上面図を示している。
【図４】図３は、挿入部ガイド１２の連携例を示している。
【図５】図５（ａ）乃至（ｅ）は、図４のステップＳ３Ａ、３Ｂ乃至ステップＳ５までの
処理を模擬的に示した図である。
【図６】図６は、超音波診断装置１０を使用して被検体に穿刺針を挿入し、生体組織を採
取する場合の一連の動作を示したフローチャートである。
【図７】図７は、第１穿刺針ガイドマーカ及び挿入部ガイドマーカの表示形態の一例を示
した図である。
【図８】図８は、穿刺針ガイドマーカの位置の移動操作を説明するための図である。
【図９】図９は、第２実施形態に係る超音波診断装置１０を使用して穿刺治療を実行する
場合の一連の動作を示したフローチャートである。
【図１０】図１０は、従来の穿刺針ガイドマーカの一例を示した図である。
【符号の説明】
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１０…超音波診断装置、１１…超音波プローブ、１２…挿入部ガイド、１２Ａ…第１のガ
イド、１２Ｂ…第２のガイド、１３…アンプユニット、１４…波形制御部、１５…Ｄコン
バータ、１６…検波ユニット、１８…フィルタ処理部、１９…Ｂモード処理部、２１…ド
プラ処理部、２２…画像処理部、２３…ＤＳＣ、２４…表示制御部、２５…表示部、２７
…入力ユニット、１２０…挿入孔

【図１】 【図２】

【図３】
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